
学校危機管理マニュアル（児童の負傷事故時）                                  

１． 基本方針 

（１） 児童の身体・生命の安全を第一とし、学校内外における安全管理の万全を期す。 

（２） 緊急時の対応手順、情報伝達、役割分担等具体的に機能する組織を整える。 

（３） 関係諸機関との連携を図り、情報の共有に努め、緊急時の支援体制を整える。 

（４） 日常生活の中に潜む危険を予測し、適切な判断のもとに安全に行動できるような児童を育てる教育を推進す

る。 

 

２． 対応 

 

 

 

 

３．今後の取組 

・事故原因の究明、背景分析とその対応 

 ・安全指導、再発防止の取組 

  ・全体計画  ・年間指導計画  ・教室・特別教室・準備室等の安全確認、整理整頓 

  ・備品・薬品等の安全管理（現有数量の把握・台帳との照合） 

  ・作業・実験等の手順、指導形態、指導内容、指導方法の見直し 

事故発生 

居合わせた教職員 

応急処置 

養護教諭・居合わせた教職員 

＊担架（保健室）ＡＥＤ（職員室前） 

 

 
関係機関（必要時） 

教育委員会 

050-7105-8048

（支援教育課） 

警察等 

072-845―1234 

※対応協議（校長・教頭・首席・養護教諭・担任・生徒指導等） 

病院への搬送（緊急時は、救急車） 

保護者への連絡（状況説明・かかりつけ医・搬送先確認） 

事故の状況確認（２次災害がないか確認） 

周りの子どもへの配慮・指導（必要時）（動揺を鎮める、事実の聞き取り・確認） 

※教職員の共通理解（事実関係の把握・原因の究明・指導の検討） 

役割分担 留意事項の確認 子どもへの指導・心のケア 保護者への事実の連絡・説明（加害や関係のある場合） 

※連絡・調整（重大事故の場合） 

ＰＴＡ会長  児童・保護者への説明 

 

  

医療機関 

校長・教頭・首席 
担任・職員室・保健室 

救急車通報 

医療機関・タクシー連絡 

●確認 

 

 

 

 

 

 

●応援要請（放送 非常ベル） 

●保護者への連絡 

●周りの子どもへの指導 

 動揺を鎮める 避難誘導 事実確認 

 

いつ 

どこで（教室、運動場、体育館等） 

誰が （何年何組、名前） 

どうして（発生原因） 

どうなった（意識、外傷の状態等） 

 

 


